
 

（趣旨） 
第１条 この協定は、福岡市（以下「市」という。）と指定管理者●●（以下「指定管理者」

という。）が行う福岡市立今宿野外活動センター（以下「センター」という。）の管理に関

し必要な事項を定めるものとする。 
 
（指定の期間） 

第２条 指定管理者がセンターを管理する期間（以下「指定期間」という。）は、令和８年

●月●日から令和●年●月●日までとする。 
 
（施設の概要） 

第３条 この協定の対象となるセンターは下記の施設であり、概要は別紙２「福岡市立今宿

野外活動センター業務仕様書」（以下「業務仕様書」という。）に示すとおりである。 
（１）福岡市立今宿野外活動センター    福岡市西区今宿上ノ原２１７番地の２ 

 
（管理運営業務の範囲） 

第４条 指定管理者が行う管理運営業務の範囲は、業務仕様書に定めるもののうち、第 24
条に定める自主事業を除くものとする。 

２ 指定管理者は、管理運営業務の実施にあたり、利用者からの負担金を徴収する場合は、

あらかじめ市の承認を得なければならない。 
 
（指定管理料の支払い） 

第５条 市は、管理運営業務実施の対価として、指定管理者に対して指定管理料を支払う。 
２ 市が指定管理者に対して支払う指定管理料の額その他必要な事項については、別途、年

度ごとに締結するセンターの管理運営業務に係る協定（以下「実施協定」という。）に定

めるものとする。 
  
（経理の明確化） 

第６条 指定管理者は、管理運営業務の執行において、その経理を他の業務と区別して明確

にしなければならない。 

２ 指定管理者は、管理運営業務、自主事業毎に、明確に区分したうえで、収支に係る諸記

録を整備し、常に経理状況を明らかにしておくとともに、市から要求があったときは、速

やかにその状況を報告しなければならない。 

 
（許認可に関する事項） 

第７条 指定管理者が、この協定上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、指定管

理者がその責任及び費用負担において取得し、及び維持しなければならない。義務の履行
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に必要な一切の届出についても、また同様とする。 
２ 市は、前項の場合において、指定管理者から協力を求められた場合は、これに協力する

ものとする。 
３ 指定管理者は、許認可の取得及び維持又は届出の不履行、遅延等により増加費用又は損

害が生じた場合は、当該増加費用又は損害を負担しなければならない。 
 
（現状の変更） 

第８条 指定管理者は、センターの敷地若しくは建物の現状に変更をもたらすような建物、

設備等を設置し、又は第三者に設置させようとするときは、あらかじめ市の許可を得なけ

ればならない。 
 
（維持及び修繕） 

第９条 指定管理者が、その責めに帰すべき事由により、センターの施設、設備等を破損し、

滅失し、又は汚損して市に損害を与えたときは、直ちに市に報告するとともに、市の指示

に従い、指定管理者の負担において直ちにこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなけ

ればならない。 
２ 指定管理者は、前項に規定するもののほか、センターの施設、設備等の不具合を発見し

た際には、業務仕様書に定める「６ 施設の維持管理業務」に従い、適切に対応するもの

とする。 
 
（リスク分担） 

第 10条 管理運営業務に関するリスク分担は、市並びに【●●及び●●】の間で締結され

た令和●年●月●日付今宿野外活動センターリニューアル事業 事業実施協定（以下「事

業実施協定」という。）別紙１のリスク分担表及び本基本協定書別紙１「市と指定管理者

のリスク分担」に定めるとおりとする。 

２ 前項のリスク分担に疑義がある場合又は同項のリスク分担以外のリスクが生じた場合

は、市と指定管理者が協議のうえ決定するものとする。 

 
（損害賠償） 

第 11条 指定管理者は、管理運営業務の執行について、市又は第三者に損害を与えたとき

は、その損害を賠償しなければならない。 

２ 市が、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に対して損害の賠償を行ったと

きは、市は、指定管理者に対して賠償した金額及び賠償にかかる費用を求償することがで

きる。 

 

（保険の付保） 
第 12条 指定管理者は、指定期間中、施設の管理運営業務を行う上で想定される損害のう



ち、市において加入する「全国市長会市民総合賠償補償保険」の対象となる損害以外の損

害を填補する保険に加入し、その保険料を負担しなければならない。 

２ 指定管理者は、管理運営業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせたときは、当該

第三者を前項の保険に加入させなければならない。 

３ 指定管理者は、前２項の規定により保険に加入し、又は加入させたときは、速やかにこ

れを証する書面を市に提示しなければならない。 

 
（公正かつ透明な手続） 

第 13条 指定管理者は、管理運営業務の執行に当たり、利用許可等に係る権限を行使する

場合は、福岡市立今宿野外活動センター条例（以下「条例」という。）及び福岡市立今宿

野外活動センター条例施行規則（以下「規則」という。）はもとより、福岡市行政手続条

例の定めるところに従い、公正かつ透明な手続を行わなければならない。 

 
（指定管理者の責務） 

第 14条 指定管理者は、条例、規則、本協定、実施協定、地方自治法、労働基準法、労働

安全衛生法等の労働関係法令等、その他関係法令及び募集要項（業務仕様書）に定めると

ころに従うほか、事業実施協定及び提案書により提案した内容、その他市が指示する事

項を遵守のうえ、善良なる管理者の注意をもって、センターを適正に管理しなければな

らない。 

２ 指定管理者は、センターの施設を利用し、又は管理運営業務を利用して、管理運営業務

以外の業務を行ってはならない。ただし、第 24条に定める自主事業を除く。 

 
（備品等の管理・使用） 

第 15 条 指定管理者は、指定期間中、業務仕様書に定める「備品等の保守管理について」

に従い、備品等を常に良好な状態に保つものとする。 

２ 指定管理者は、備品等が経年劣化等により本業務実施のために供することができなく

なったときは、必要に応じて、指定管理料の範囲内で購入するものとする。 

３ 前項の規定により購入した備品は、市に帰属するものとする。 

 
（施設使用の考え方） 

第 16条 指定管理者は、センターの施設、設備等を第三者に譲渡し、転貸し、又は賃借権

その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定してはならない。 

 
（地位の譲渡等の禁止） 

第 17条 指定管理者は、指定管理者の地位又は業務に関して生じる権利又は義務を第三者

に譲渡し、又は承継させてはならない。 

 



（再委託の禁止） 
第 18条 指定管理者は、管理運営業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせ

てはならない。ただし、あらかじめ文書による市の承認を受けた場合は、当該業務の一部

について、第三者に委託し、又は請け負わせる（以下「再委託」という。）ことができ、

第三者がさらに他業者へ委託し、又は請け負わせること（以下「再々委託」という。）が

できる。 

２ 指定管理者は前項に規定する再委託及び再々委託を行う際は、「福岡市競争入札参加停

止等措置要領」に基づく競争入札参加停止中又は排除措置中の者へ委託してはならない。 

３ 第１項ただし書きの場合における再委託、再々委託は、すべて指定管理者の責任におい

て行い、当該第三者等の責めに帰すべき事由により生じた損害については、指定管理者の

責めに帰すべきものとする。 

４ 再々委託先からさらに委託することはできない。 

 
（報告義務） 

第 19条 指定管理者は、次のいずれかに該当するときは、必要な事項を市に報告しなけれ

ばならない。 

（１）施設において事故が生じたとき。 

（２）施設又は物品が滅失し、又はき損したとき。 

（３）指定管理者の定款、寄附行為、登記事項に変更があったとき。 

（４）合併、分割等により自社の法人格に変更が生じることが見込まれるとき。 

（５）事業計画の重要な部分を変更するとき。 

（６）破産宣告の申立てがなされたとき。   

（７）経営不振などにより、管理運営業務の継続が困難になったとき。 

（８）応募資格の要件を満たさなくなったとき。 

 
（事業報告書等の提出） 

第 20 条 指定管理者は、地方自治法（以下「法」という。）第 244 条の２第７項の規定に

より、毎年度終了後、センターの管理運営業務に関する事業報告書及び収支決算書（以下

「年間事業報告書等」という。）を作成し、５月末日までに市に提出しなければならない。

ただし、指定の取消しなどにより、年度の中途において管理を終了したときは、30 日以

内に当該終了した日までの間に係る年間事業報告書等を市に提出しなければならない。 

２ 市は、年間事業報告書等について、次期指定管理者の選定時に応募者へ提供することが

できるものとする。 

３ 指定管理者は、毎年度の決算が確定したときは、30 日以内に法人の決算書及び関係書

類（法人でない団体についてはこれに準じる書類）を市に提出しなければならない。 

４ 指定管理者は、毎月のセンターの管理運営業務に関する報告書（以下「月間事業報告書」

という。）を作成し、翌月 10日までに市に提出しなければならない。 



５ 市は、必要があると認めるときは、前４項に定める報告書等の内容又はそれに関連する

事項について、指定管理者に対して報告又は口頭による説明を求めることができる。 

 
（報告聴取等） 

第 21 条 市は、指定管理者による管理運営業務が、条例、規則、事業実施協定、本協定、

仕様書等で定められた管理の基準、仕様又は水準を満たさないと認めるときその他、指定

管理者による管理の適正を期するため必要があると認めるときは、法第 244 条の２第 10

項の規定により、指定管理者に対して、管理運営業務又は経理の状況に関し報告を求め、

実地について調査し、又は必要な指示をすることができる 

２ 指定管理者は、前項の規定による報告の請求若しくは調査があったときはこれに協力

し、又は指示があったときはこれに従わなければならない。 

 
（事業計画書の提出） 

第 22条 指定管理者は、各年度の２月末日までに、翌年度の事業計画書を市に提出し、市

の承認を得なければならない。 

２ 市及び指定管理者は、事業計画書を変更しようとするときは、両者の協議により決定

するものとする。 

 
（文書の管理・保存、情報公開） 

第 23条 指定管理者は、管理運営業務の執行に当たり作成し、又は取得した文書（以下「対

象文書」という。）を適正に管理し、及び保存しなければならない。 

２ 対象文書の保存年限等は原則として業務仕様書に定めるとおりとする。 

３ 市は、対象文書について、福岡市情報公開条例第６条第１項の公開請求があった場合に

おいて、当該対象文書を保有していないときは、指定管理者に対し、当該対象文書を提出

するよう求めることができる。 

４ 指定管理者は、法令に特に定める場合を除き、前項の規定による求めを拒むことができ

ない。 

５ 指定管理者は、第３項の規定による求めに応じて対象文書を提出しようとする場合に

おいて、次のいずれかに該当するときは、当該対象文書の写しを提出すれば足りる。 

（１）対象文書の保存に支障が生じるおそれがあるとき。 

（２）対象文書を事務事業に使用する必要があり、これを提出すると事務事業の遂行に著し

い支障を生じるおそれがあるとき。 

（３）その他正当な理由があるとき。 

 

（自主事業） 
第 24条 指定管理者は、この協定締結後において、管理運営業務の実施を妨げない範囲に

おいて、自己の責任と費用により、自主事業を実施することができる。 



２ 指定管理者は、自主事業を実施するときは、事前に計画書を市に提出し、あらかじめ市

の許可を得なければならない。 

３ 指定管理者は、自主事業終了後、自主事業実施報告書を作成し、第 20条に定める年間

事業報告書等と併せて市に提出しなければならない。  

 

（実施状況の点検） 
第 25条 市は、管理運営業務及び自主事業の実施状況等に関し、事業計画書、月間事業報

告書、年間事業報告書等の確認のほか、管理運営業務等に関する資料の確認を行い、又は

実地に調査することができる。 

２ 指定管理者は、市が前項に規定する調査を実施するにあたり、合理的な理由がある場

合を除いて、協力しなければならない。 

 

（改善指示及び指導） 

第 26条 市は、前条による確認の結果、改善を要する事項が確認された場合は、指定管理

者に対して業務の改善を指示・指導することができる。 

２ 指定管理者は、前項の規定による改善の指示・指導を受けた場合は、速やかにそれに応

じなければならない。 

 

（自己評価） 
第 27条 指定管理者は、毎年度終了後、管理運営業務及び自主事業の実施状況等について、

別に定める指定管理者自己評価報告書により、自己評価を行い、第 20条に定める年間事

業報告書等とともに市に提出しなければならない。 

２ 指定管理者は、前項に規定する指定管理者自己評価報告書の作成にあたって、施設の

管理運営状況等に関する利用者の意見・要望等を把握するため、利用者アンケートを行

うものとする。 

 

（評価） 

第 28 条 市は、第 25 条で規定する実施状況の点検結果及び前条で規定する指定管理者に

よる自己評価結果等をもとに、毎年度終了後、管理運営業務等についての評価を行う。 

２ 市は、前項に規定する評価を行うにあたり、指定管理期間中１回以上、第三者を交えた

選定・評価委員会を開催するものとする。 

３ 指定管理者は、市が前２項に規定する評価を実施するにあたり、合理的な理由がある

場合を除いて、協力しなければならない。 

 

（評価結果の通知及び公表） 

第 29条 市は、前条で規定する評価結果については、指定管理者に対して速やかに通知す

るものとする。 



２ 指定管理者は、前条に規定する評価結果の通知において、改善の指示・指導を受けた場

合は、速やかにそれに応じなければならない。 

３ 市は、前条で規定する評価結果について、公表するものとする。 

 

（原状回復義務等） 
第 30条 指定管理者は、指定期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間

を定めて管理運営業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくな

ったセンターの施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の

事情があると市が認めるときは、この限りでない。 

２ 前項の場合において発生する費用は、指定管理者が負担するものとする。 

 
（業務の引継等） 

第 31条 指定管理者は、指定期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間

を定めて管理運営業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、センターの管理

運営業務が円滑に執行されるよう、業務仕様書に基づき、市又は後任の指定管理者と管理

運営業務の引継ぎ及び業務の執行に必要な事項の引継ぎを行わなければならない。 

２ 市は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、指定管理者に対して市が指定す

るものによるセンターの視察を申し出ることができるものとする。 

３ 指定管理者は、市から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてそ

の申出に応じなければならない。 

４ 前３項の場合において発生する費用は、指定管理者が負担するものとする。 

 
（指定の取消し等） 

第 32 条 市は、次のいずれかに該当するときは、法第 244 条の２第 11 項の規定により、

指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じるこ

とができる。 

（１）指定管理者が第 21条の規定による市の指示に従わないとき。 

（２）指定管理者が第 21 条の規定による報告の要求、又は調査に対し、これに応じず、

又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。 

 （３）指定管理者が条例第 11 条第 3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認められ

るとき。 

 （４）指定管理者が条例第 14 条に規定する管理の基準を遵守しないとき。 

 （５）指定管理者が偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。 

（６）指定管理者が管理運営業務を履行しないとき、又は履行することができないと認め

られるとき。 

（７）重大な法令違反があったとき。 

（８）福岡県警察本部からの通知に基づき、指定管理者が次のいずれかに該当すると判明



したとき 

ア）暴力団員が事業主又は役員に就任していること。 

イ）暴力団員が実質的に運営していること。 

ウ）暴力団員であることを知りながら当該暴力団員を雇用し、又は使用していること。 

エ）契約の相手方が暴力団員であることを知りながら当該暴力団員と商取引に係る契

約を締結していること。 

オ）暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与していること。 

カ）暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していること。 

（９）その他当該指定管理者による管理運営業務を継続することが適当でないと認めら

れるとき。 

 
（損害賠償及び違約金） 

第 33条 前条の規定による指定の取消し、管理運営業務の全部又は一部の停止を行った場

合において、指定管理者に損害、損失又は増加費用が生じても、市はその賠償の責めを負

わない。 

２ 前条の規定による指定の取消し、管理運営業務の全部又は一部の停止を行った場合に

おいては、指定管理者は、年度毎の実施協定書に定める指定管理料の額の 10分の 1に相

当する額を違約金として市の指定する期間内に支払わなければならない。 

３ 前項の規定による違約金は、損害賠償額の予定又はその一部とは解釈しないものとす

る。 

 
（指定管理料の返還） 

第 34条 指定管理者は、第 32条の規定により、指定を取り消されたとき、期間を定めて業

務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、市の請求により、指定管理料の全部又

は一部を返還しなければならない。 

２ 市は、年間事業報告書等又は月間事業報告書の確認等により、指定管理者が規定の業務

を適正に行っていないと判断した場合は指定管理料の返還について指定管理者と協議す

ることができる。 

 

（公の施設の休止等による指定期間の変更） 
第 35条 市側のやむを得ない事情や不可抗力により指定期間の中途で施設の供用の休止等

をする必要があるときは、指定期間の変更について、指定管理者に協議を求めることがで

きるものとする。 

２ 市は、前項の規定による協議に基づき、指定期間の変更を行うことができる。 

 

（公租公課の負担） 
第 36条 この協定及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は、すべて



指定管理者の負担とする。 

 
（秘密保持） 

第 37条 指定管理者は、管理運営業務の執行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

指定期間が満了し、若しくは指定を取り消された後においてもまた同様とする。 

２ 指定管理者は、その従業員及び請負業者に対し、管理運営業務の執行に関して知り得た

秘密の保持について必要な措置を講じなければならない。 

 
（個人情報の取扱い） 

第 38条 指定管理者は、個人情報の取扱いについて別紙３「個人情報・情報資産取扱特記

事項」を遵守しなければならない。 

 
  （センター施設からの暴力団の排除） 
第 39条 指定管理者は、センター施設において暴力団の利益となる利用申し込みがあった

場合、不許可、許可取り消しなど必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定管理者は、暴力団の排除にあたり、福岡市暴力団排除条例及び市の指導等に基づき、

適切に対応するものとする。 

 
（不可抗力） 

第 40 条 指定管理者は、天災等の市又は指定管理者の責めに帰すことができない事象(以

下、「不可抗力」という。)が発生した場合、速やかに市に報告するとともに、不可抗力の

影響を早急に除去すべく早急に対応処置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び

増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。 

２ 指定管理者は、不可抗力の発生により、損害・損失や追加費用が発生したときは、速や

かにこの協定の変更、追加費用の負担等について市と協議しなければならない。 

３ 市は、前項の規定による協議により、指定管理者による管理運営業務の継続が困難と判

断したときは、本協定に定める指定管理者の義務を免除することができる。 

４ 市は、前項の免除によって、実施を免れた事業にかかる費用については、指定管理者と

協議のうえ、返還を求めることができる。 
 
 （災害発生時） 
第 41条 災害発生時において、センターは、避難所として利用することとなっており、指

定管理者は、事前に初動対応など市と協議し、積極的に協力しなければならない。 

２ 指定管理者は、災害時のマニュアルや対応できる体制を整備し、あらかじめ市に届け出

るものとする。 

３ 指定管理者は、災害に関する研修や避難訓練を実施するものとする。 

  



（規定外の事項） 

第 42 条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈に疑義が生じた事項については、

市及び指定管理者が協議のうえ決定するものとする。 

 
（協定の変更） 

第 43条 管理運営業務に関し、管理運営業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な

事情が生じたときは、双方協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。  

 
（裁判管轄） 

第 44条 この協定に関する訴訟については、福岡地方裁判所をもって合意による第一審の

専属的管轄裁判所とする。 

 
 （協定の効力） 
第 45条 この協定は、法第 244条の２第６項の規定による指定管理者の指定に係る議決を

得るまでは仮協定であり、議決を得たときに別段の行為を要せず、本協定として成立する

ものとする。 
２ 前項の規定によりこの協定を仮協定として締結している場合、この協定が議決により

本協定として成立するまでの間に、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、

市はこの仮協定を解除することができる。この場合においては、市は、一切の損害賠償の

責めを負わないものとする。 
（１）著しく信義に反する行為があったことが明らかになり、協定の相手方として不適当

であると認められる場合。 
（２）協定の履行が困難と認められる場合。 

 
  



この協定の成立を証するため、本書●通を作成し、それぞれ記名捺印のうえ、各自１

通を保有する。 

 

  令和 年 月 日 

 

福岡市 

福岡市長     髙島 宗一郎 

 

指定管理者 

   

  



別紙１「市と指定管理者のリスク分担」 

 

 ※事業提案を踏まえて協定締結時に調整します。 

  



別紙２「福岡市立今宿野外活動センター業務仕様書」 

 

 ※事業提案を踏まえて協定締結時に調整します。 

  



別紙３「個人情報・情報資産取扱特記事項」 

 

 ※事業提案を踏まえて協定締結時に調整します。 

 


